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訓練施設内保育実施奨励金（保育奨励金）について 

支給申請手続 

認定支給奨励金実施基本奨励金（以下「基本奨励金」という。）の申請に併せて申請します。 

なお、１回目の支給対象期間は開講から３か月目まで、２回目の支給は４か月目から終了

時まで、一括申請する場合は保育奨励金も同様に一括申請し、労働局における審査・決定・

支給も基本奨励金と同時に行います。 

また、訓練実施機関から託児サービス実施機関への支出の際に生じる振込手数料も保育奨

励として申請可能です。 

 

 必要書類  

＜申請様式＞ 

認定職業訓練実施基本奨励金（保育奨励金）支給申請書（様式 A-31） 

＜添付書類＞ 

① 託児サービス提供機関としての要件が確認できる書類の写し 

・託児サービス施設の認可証など（認定の際に機構支部にも提出するものと同じ書類） 

② 託児サービスに要した費用が分かる書類の写し 

・領収書及び請求書、一支給単位期間毎に要した費用の内訳（別紙参照）、対象児童数が分

かるもの（例：10/21～11/20 分・11/21～12/20 分・12/21～1/20 分） 

・領収書及び請求書は託児サービス機関の印が原則必要 

③ 託児サービス機関との契約書の写し 

・契約書がない場合は、覚書など託児サービス機関と取り交わした書類など 

④ 受講生に対して周知した託児サービスの内容が記載された書類の写し 

⑤ 受講生が提出した託児サービス申込書（様式 A-50）の写し 

⑥ 振込手数料等が分かる書類の写し（振込手数料を申請する場合） 

・託児サービス機関への振込事実及び振込手数料が分かる明細控等の写し 

 

 支給額  

小学校就学の始期に達するまでの子一人につき、一支給単位期間において 66,000 円を  

限度として支給します。                         （支給例） 

支給単位 １か月目 ２か月目 ３か月目 

期間 10/21～11/20 11/21～12/20 12/21～1/20 

児童数 ２人 ２人 １人 

上限額 132,000 円 132,000 円 66,000 円 

保育に要した費用 140,000 円 120,000 円 66,000 円 

支給額 132,000 円 120,000 円 66,000 円 

※ 保育奨励金の支給額は、132,000 円＋120,000 円＋60,000 円＝312,000 円となります。 

※ ３か月間の児童数合計５人×上限額 66,000 円は 330,000 円であり、３か月間に要し

た費用合計は 320,000 円ですが、支給額は 320,000 円ではなく、一支給単位期間毎に算定

した額の合計であり、上記のとおり 312,000 円となることにご注意ください。 

※ 保育に要した費用及び振込手数料も併せて一支給単位期間上限額までの支給となります。 

※ 保育奨励金については、受講者（託児サービス利用者）の出席率は関係ありません。 
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                          １回目申請対象期間 

               10/21～1/20 の場合 

      請求書 

①支給単位期間 

10 月分        23,000 円            10/21～11/20          51,000 円 

内訳  入園料      10,000 円      内訳      入園料     10,000 円 

10/21～10/31   13,000 円                    10/21～10/31  13,000 円 

11/ 1～11/20   28,000 円 

 

 

                

      請求書 

②支給単位期間 

11 月分        41,000 円            11/21～12/20          41,000 円 

内訳  11/ 1～11/20   28,000 円      内訳   11/21～11/30    13,000 円 

10/21～10/31   13,000 円                   12/ 1～12/20   28,000 円 

 

 

 

                

      請求書 

③支給単位期間 

12 月分        41,000 円            12/21～ 1/20          41,000 円 

内訳  12/ 1～12/20   28,000 円      内訳   12/21～12/31    13,000 円 

12/21～12/31   13,000 円                    1/ 1～ 1/20   28,000 円 

 

 

 

 

請求書                

※次回申請時（２回目）に繰り越して 

   申請していただく分 

1 月分        41,000 円                   1/21～1/31 13,000 円 

内訳   1/ 1～ 1/20   28,000 円       

1/21～ 1/31   13,000 円             

請求書等に奨励金支給単位期間毎の費用内訳の記載が可能な場合 
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            請求書                                      請求書 

 

10 月分        23,000 円             10 月分               51,000 円 

内訳  入園料      10,000 円       内訳     入園料     10,000 円 

保育料      13,000 円                      保育料     13,000 円 

 

 

 

                 ※余白に支給単位期間毎の金額を 

      請求書             訓練実施機関で記載してください。 

 

11 月分        41,000 円                10/21～11/20   51,000 円 

内訳     保育料   41,000 円          11/21～12/20   41,000 円 

                12/21～ 1/20   41,000 円 

                      

                      ※託児サービス機関に確認の上、 

                      支給単位期間毎の費用内訳の記載 

                 をお願いします。 

            請求書              なお、支給単位期間毎の内訳の 

                      確認が困難な場合は、按分して算出 

12 月分        41,000 円             することも可です。 

内訳     保育料   41,000 円       

             ＜計算例＞ 

                       ・1 日～20 日分の算出は、 

                       41,000 円÷30×20＝28,000 円 

                        （千円未満切り上げ） 

                

請求書              ・20 日～末日分は、 

                 41,000円－28,000円＝13,000円 

1 月分        41,000 円             

内訳      保育料   41,000 円       

      

請求書等に奨励金支給単位期間毎の費用内訳の記載ができない場合 


